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１．募集概要 

 長南町では、ふるさと納税制度を活用して全国に本町の魅力を発信するととも

に、地場産業および地域の活性化を図るべく、町外在住の寄附者に対しお礼の品

を贈呈しています。 

 ふるさと納税事業に興味があり、返礼品として商品やサービスをご提供いただけ

る事業者を募集します。 

 

２．ふるさと納税制度の概要 

 ふるさと納税制度とは、「生まれ育ったふるさとを応援したい」「お世話になった

自治体に貢献したい、応援したい」といった納税者の思いを実現するため、納税者

が応援したい自治体を選んで寄附をした場合、2,000 円を超える部分について、

その一定限度額まで所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。 

寄附先は出身地に限らず、住民登録地以外の全ての自治体から自由に選ぶこと

ができます。 

 寄附を受けた自治体は寄附者に対し、寄附額の３割以内相当の価値の地場産品

を返礼品として贈呈することができます。 

 

※制度の詳細は、総務省のホームページをご覧ください。 

 

 

３．事業者のメリット 

①返礼品の商品代（消費税、梱包費用を含めた金額）、ポータルサイトでの利用手

数料及び送料実費は町が負担します。 

②返礼品の商品画像や商品名、取扱事業者名、商品説明文等を、ふるさと納税ポ

ータルサイトに掲載しますので、商品の PR と販路拡大につながります。長南町が

利用しているポータルサイトは下記のとおりです。 

 

ふるさとチョイス       楽天ふるさと納税 

        

 

③商品の発送にあたって、自社商品のパンフレットやチラシ等を同封することも可

能です。 

④返礼品の掲載作業や、寄附者からの問い合わせ対応は運営代行事業者が一括し

て行います。 
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４．寄附金額の設定 

  返礼品の価格（消費税、梱包費用を含み、送料を除く）が寄附金額の３割以下と

なるよう対象寄附金額を設定しています。 

※下表の価格を目安とし、詳細は個別にご相談ください。 

 

返礼品の価格（税込、包装代・箱代込み） 

※送料は除く 
寄附金額の目安 

3,000円以下 1０,000円 

6,000円以下 ２０,000円 

9,000円以下 ３０,000円 

１２，０００円以下 ４０,000円 

１５，０００円以下 ５０,000円 

 

５．募集期間 

 返礼品は随時応募を受け付けています。 

 各ポータルサイトでの寄附受付開始は、審査・契約が完了次第となります。 

（概ね申込から２か月～３か月後）。 

※町による審査のほか、総務省による審査が行われます。 

 

６．応募の要件 

  応募にあたっては、以下の「事業者の要件」及び「返礼品の要件」いずれも満た

していることが必要です。 

 

（１）事業者の要件 

（A）長南町内に本社、支社、事業所、工場のいずれかを有する事業者または個人で

あること。 

（B）暴力団、暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有す者でない

こと。 

（C）電子メールで連絡が取り合えることが可能なインターネット環境を有しており、

町との連絡が電子メールにて確実に取れる状態であること。ただし、やむを得ない

事情があるときはこの限りではない。 

※上記の要件に適合しても、町が適当でないと認めた場合は選定しないことがあ

ります。 

 

（２）返礼品の要件 

(A) 以下の①～⑤のいずれかの要件に該当するものであること。 

①町内で収穫、栽培等されたもの 
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 （例）町内で収穫されたレンコン、しいたけ 

②原材料の主要な部分が、町内で収穫、栽培等されたもの 

 （例）町外で製造・加工している長南町産の米粉を使ったパン 

③町内で製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、当該返礼

品の半分を上回る重量や付加価値が生じているもの 

 （例）町内工場で製造・加工された食料加工品 

④町の PRを目的としたキャラクターグッズ、オリジナルグッズ等 

 （例）ちょな丸グッズ 

⑤長南町で提供される役務等であり、その役務の主要な部分が長南町に関連する

もの 

 （例）長南町の古民家民泊体験 

 

（B）賞味期限、使用期限等の期限が設定されている商品については、原則として、

寄附者に返礼品が到着する際に１週間以上の期限があること。 

   鮮度が高く要求される生鮮食品や生花等、時間の経過により利用価値が著し

く損なわれるもので、予めその旨商品説明でお断りしている場合はこの限りでは

ありません。 

 

（C）品質及び数量の面において、安定供給が見込めること（予め寄附受付期間や

受付可能数量の上限を設定することは可能）。 

 

７．応募方法 

町ホームページから長南町ふるさと納税返礼品申込書（事業者登録シート、返礼

品登録シート）をダウンロードし、必要事項をご記入の上、返礼品画像とともにメー

ルにてご提出ください。 

Eメール：kikaku@town.chonan.lg.jp 

 

長南町ふるさと納税返礼品募集について 

（町ホームページ）  

  

 

 

８．申込から寄附受付開始までのスケジュール 

①【事業者】電子メールで申込 

②【町】申込内容を審査し、総務省へ照会。※月末締めでの照会となります。 

③【町】ふるさと納税ポータルサイトへ返礼品を登録し、寄附受付開始。 

※申込から寄附受付開始まで２か月～３か月程度の期間を要します。 

mailto:kikaku@town.chonan.lg.jp
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９．返礼品発送フロー 

①【町】各事業者に対し、運営代行事業者 Scale-Up 株式会社を通じて寄附者へ

の返礼品発送を依頼。 

②【事業者】メールと事業者様用管理画面を通じて返礼品内容の確認。 

③【事業者】ヤマト運輸株式会社から届いた配送用伝票を寄附者指定の返礼品に

貼付し、後日ヤマト運輸株式会社の担当ドライバーへお渡しください。 

④返礼品代金は発送した翌月末を目安にご指定の金融機関口座へお支払いしま

す。 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

１０．発注管理について 

寄附メール 

前日に寄附が入っている場合、通知メールが届きます。 

データ集計 

週１回 （月曜日 ※祝日時は火曜日） 

※１週間分の寄附データを Scale-Up株式会社にて集計します。 

データ連携日 

週１回 （月曜日 ※祝日時は火曜日） 

※伝票発行のため、ヤマト運輸株式会社へのデータ連携を Scale-Up株式会社に

て行います。 

送り状到着日 

火曜日または水曜日 

※事業者様に伝票が届くタイミングです。 

※上記、１週間分の集計データの伝票がまとめて届きます。 

※ドライバーの状況により、曜日が前後する可能性があります。 

 

 

 

 

Scale-Up株式会社 

運営代行事業者 
返
礼
品
提
供
事
業
者 
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１１．お支払い管理について 

お支払いサイクル 

月末締め／翌月末払い 

お支払い対象データ 

返礼品出荷完了ベース（配送会社への引き渡し時） 

※役務の提供については、その役務が提供された時 

 

１２．問い合わせ先 

長南町役場 企画財政課 企画政策係 

〒297-0192 

千葉県長生郡長南町長南 2110 

電話：0475-46-211３ 

ＦＡＸ：0475-46-1214 

Eメール：kikaku@town.chonan.lg.jp 

 

ご応募お待ちしております！！ 


